
～姫路市からのお知らせ～

〇 ギフトカード配布事業の概要

〇 お伝えしたいこと

〇 お問合せ先

1人当たり５，０００円分をチャージした

食料品等の物価高騰による影響を受けている姫路市民の皆さまを支援するため、国から

交付される「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、市民１人当たり5,000
円をチャージしたプリペイド型ギフトカードを全世帯に配布します。

姫路市ギフトカード配布事業専用コールセンター

０７９‐２２１‐２０００
受付時間 8：35～１７：20（土日祝除く。但し、５月の土日祝は開設します。）

☎

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000032466.html
※ 詳しくは下記姫路市ホームページでご確認ください。

配偶者からの暴力を理由に避難されている方は、世帯主以外でも受け取れる場合があります。
お早めに下記コールセンターへお問い合わせください。

配送は４月から５月中旬にかけて順次おこないます。（地域ごとではありません）
※各世帯への具体的な配布時期について個別にお問い合わせいただいてもお答え出来ませんの
で、ご了承ください。

回

覧

（４月から順次配布します。）

ギフトカード 全世帯を します。配布に

市ホームページ

郵便局の『ゆうパック』で、基準日（令和８年２月１日）時点の住所へ世帯主あてに配送します。
表札を出すなど、受け取りにご協力ください。

令和８年２月２日以降に転居された方は、お早めに郵便局で転居届の手続きをしてください。
転送サービスにより受け取りやすくなります。

基準日（令和８年２月１日）時点で姫路市の住民基本台帳に
登録されている方 （事前申込不要）

プリペイド型ギフトカード（バニラＶｉｓａギフトカード）を
世帯主あてに１枚配布
※「5,000円×世帯人数」分の金額をチャージしています。

（１）対象

（３）配布方法

（４）利用期限

令和８年１２月３１日（木曜日）

1人当たり5,000円

（２）金額

・

・

・

姫路市ギフトカード 検索

全国のVisa加盟店（店頭・ネットショップ）で
使用できます。


